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保育園からのお知らせ

子育て支援センター『にこにこらんど』
　  　　                                      （高雄保育園内）
◆０，１歳フロアー
　日時★ 2 月 1  日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 ネットワーカーひよっこさん
　　　★ 2 月 15 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 ひな飾り作り・誕生会
◆２，３歳フロアー
　日時★ 2 月 8  日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 ひな飾り作り
　　　★ 2 月 22 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 年少組見学会・誕生会
※持ち物…着替え、水筒、帽子等

◆にこにこサロン
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時
　親子で、誰でも自由に遊びに来てください。
◆電話、面接相談　☎（92）4152
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時

子育て支援センター『すくすくらんど』
　 　　                                       （斎藤保育園内）

◆０，１歳フロアー
　日時★ 2 月 1  日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 豆まき遊び
　　　★ 2 月 15 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 ひな飾り作り・誕生会
◆２，３歳フロアー
　日時★ 2 月 8  日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 ひな飾り作り
　　　★ 2 月 22 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 年少組見学会・誕生会
※持ち物…着替え、水筒、帽子等

◆すくすくサロン
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時　
　親子で、誰でも自由に遊びに来てください。
◆電話、面接相談　☎（93）1867
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時

園庭開放『ちびっこ広場』
 高雄西保育園、 高雄南保育園、山名保育園、柏森保育園、柏森南保育園で行います。予約の必要はありません。

　　日時　★ 2 月 1 日 ( 金 )・8 日 ( 金 )・15 日 ( 金 )　午前 10 時～ 11 時 30 分
　◎ 遊びの内容につきましては、保育園、子育て支援センターの「ちびっこ広場」の案内をご覧ください。
　◎ 着替え、水筒、帽子等をお持ちください。
　◎ いずれの保育園も駐車場がありませんので、自転車または徒歩でお越しください。
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扶
桑
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成
31

年
度
に
扶
桑
町
立
の
小
中
学
校
に
在
学
し
て

い
る
児
童
生
徒
」
の
保
護
者
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

（
平
成
31
年
３
月
末
日
ま
で
に
扶
桑
町
外
へ

転
出
す
る
方
は
、
学
校
教
育
課
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。）

１
．
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

２
．
生
活
保
護
が
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
た
方

３
．
町
民
税
が
非
課
税
又
は
町
民
税
の
減
免

　
　
を
受
け
た
方

　
　（
最
新
年
度
の
町
県
民
税
非
課
税
証
明

　
　  

書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

４
．
個
人
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
が
減
免

　
　
さ
れ
た
方

５
．
国
民
年
金
の
掛
金
が
減
免
又
は
国
民
健

　
　
康
保
険
税
が
減
免
若
し
く
は
徴
収
猶
予

　
　
さ
れ
た
方

６
．
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

　
　（
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
を
添
付

　
　  
し
て
く
だ
さ
い
。）

７
．
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
を
受
け
た
方

８
．
失
業
対
策
事
業
適
格
者
手
帳
を
持
っ
て

　
　
い
る
方
又
は
職
業
安
定
所
登
録
日
雇
労

　
　
働
者
で
あ
る
方

９
．
そ
の
他

(

１)

世
帯
全
員
の
当
該
年
度
所
得
が
生
活 

　
　 

保
護
法
の
基
準
の
１
．
２
倍
以
下
で
あ

　
　 

る
方

　
　 

（
平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
に
扶
桑
町 

　
　  

に
転
入
し
た
方
は
、
最
新
年
度
の
町

　
　  

県
民
税
課
税
証
明
書
ま
た
は
非
課
税

　
　   

証
明
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

(

２)

特
別
な
事
情
や
理
由
が
あ
る
方

　
　 （
理
由
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
扶
桑
町

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。


